
家族観と民法、税法、
そして憲法を考察する

１

序

「
家
族
」
と
い
う
概
念
に
係

わ
る
法
律
は
多
々
あ
る
が
、
改

め
て
「
家
族
」
と
そ
の
周
辺
の

税
法
を
含
む
法
律
問
題
を
考
察

し
て
み
た
い
。

２

家
族

っ
て
？

普
段
、「
家
族
」
と
い
う
も

の
が
何
か
、
考
え
る
こ
と
は
あ

ま
り
な
い
と
思
う
が
、
改
め
て

「
家
族
」
を
考
え
て
み
る
と
、

は
て
、
何
か
な
？
と
思
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�

戦
前
の
家
族
観

戦

前

の

家

族

観

は
、

「
家
」（
イ

エ
）
制

度

に

基

盤

を

お

き
、「
家
」
と
「
家

父
長
制
」
を
二
つ
の
大
き
な

要

素

と

し

て

い

た
。「
イ

エ
」
と
い
う
家
族
集
団
の
一

体
的
結
合
と
継
続
的
発
展
を

重
視
し
、
家
族
の
人
々
を

「
イ
エ
」
に
従
属
す
る
存
在

と
み
な
し
た
。
家
父
長
権
の

相
続
（
家
督
相
続
）
本
家
、

分
家
な
ど
の
階
層
性
を
構
築

し
て
い
た
。

こ
れ
は
、
戦
前
の
国
家

観
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
元

首
と
臣
民
の
思
想
に
通
ず
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
の

も
と
に
中
央
集
権
国
家
を
形

成
し
て
い
っ
た
。

�

戦
後
の
家
族
観

家
制
度
は
、
廃
止
さ
れ
、

夫
婦
を
基
礎
と
し
た
家
族
観

に
変
容
し
た
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
憲
法
草
案
の
過

程
で
、
戦
前
の
「
イ
エ
」
思

想
に
よ
り
、
婦
女
子
が
親
の

意
向
一
つ
で
婚
姻
を
強
制
さ

れ
た
実
態
を
知
っ
て
い
た
ベ

ア
テ
・
シ
ロ
タ
・
ゴ
ー
ド
ン

氏
が
憲
法
２４
条
に
両
性
の
合

意
で
婚
姻
が
成
立
す
る
よ
う

に
し
た
。

「
憲

法

第
２４
条
」
婚

姻

は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基

づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
平

等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力

に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

「
イ
エ
」
の
都
合
で
、
婚

姻
の
押
し
つ
け
か
ら
（
女

子
）
解
放
さ
れ
、
夫
に
従
属

を
強
い
ら
れ
な
い
精
神
が
保

障
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
女
性
に
自
律
す

る
だ
け
の
経
済
的
環
境
が
整

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
夫

が
働
き
、
妻
が
、
子
育
て
、

家
事
を
行
い
、
家
庭
を
守
る

と
い
う
、
戦
前
の
「
イ
エ
」

を
踏
襲
す
る
家
族
観
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
夫
が
、
妻
と

子
供
を
扶
養
す
る
こ
と
が
当

た
り
前
と
考
え
ら
れ
た
。

�

現
代
の
家
族
観

家
族
、
夫
婦
の
概
念
が
変

化
し
て
い
る
。
事
実
婚
で
あ

る
。

①

若
年
の
場
合

入
籍
に
こ
だ
わ
ら
な
い

（
同
棲
？
）
傾
向
が
あ
る
。

出
生
時
か
ら
の
姓
が
変
わ

る
こ
と
に
よ
り
仕
事
上
の
デ

メ
リ
ッ
ト
を
考
え
る
。

パ
ー
ト
ナ
ー
と
添
遂
げ
る

自
信
が
無
い
、
あ
る
い
は
い

つ
で
も
関
係
を
解
消
で
き
る

状

況
（
戸

籍

が

汚

れ

な

い
？
）
に
し
て
お
き
た
い
。

等
の
理
由
が
あ
る
為
か
？

②

高
齢
者
の
場
合

婚
姻
届
を
出
し
て
、
法
定

相
続
人
（
配
偶
者
）
に
な
る

と
、
他
の
推
定
相
続
人
の
法

定
相
続
分
が
半
減
し
て
し
ま

う
。
推
定
相
続
人
へ
の
配
慮

か
ら
か
？

③

婚
外
子
の
問
題

婚
外
子
と
い
う
と
陰
湿
な

イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
る
が
、
現

代
は
事
実
婚
ゆ
え
の
出
産
、

パ
ー
ト
ナ
ー
が
子
供
を
望
ま

な
い
為
別
れ
て
も
出
産
す
る

女
性
が
増
え
て
い
る
。

（
勿
論
、
所
謂
「
不
倫
の

子
」
も
い
る
が
）
一
括
り
に

論
じ
ら
れ
な
い
状
況
に
あ

る
。な

お
、
今
後
、
将
来
は
も

っ
と
多
様
性
の
あ
る
家
族
が

形
成
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
性
同
一
性
障
害

の
カ
ッ
プ
ル
の
結
婚
、
出
産

（
遺
伝
的
血
縁
関
係
の
な

い
）
家
族
、
同
性
婚
に
よ
る

夫
婦
等
。

１
�
法
律
上
の
家
族
の
規
定

現
在
、
法
律
で
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
の
中
か
ら
こ
の
テ
ー

マ
に
関
係
す
る
も
の
を
い
く
つ

か
掲
げ
る
。

�

民
法
で
は
、
第
７
２
５

条
以
下
に
第
４
編
「
親
族
」

で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

民
法
第
７
２
５
条

１
�
親
族：

親
族
と
は
、
民

法
７
２
５
条

１

６
親
等
内
の
血
族

２

配
偶
者

３

３
親
等
内
の
姻
族

２
�
扶
養
の
義
務

民
法
７
３
０
条

３
�
特
別
養
子

民
法
８
１
７
条
の
２
、
同

法
８
１
７
条
の
８

�

戸
籍
法
で
は
、
次
の
よ

う
な
規
定
が
あ
る
。

戸
籍
法
第
１４
条

戸
籍
の

記
載
事
項

第
四
号

実
父
母
の
氏
名

及
び
実
父
母
と
の
続
柄

第
五
号

養
子
で
有
る
と

き
は
、
養
親
の
氏
名
及
び
養

親
と
の
続
柄

第
六
号

夫
婦
に
つ
い
て

は
、
夫
又
は
妻
で
あ
る
旨

同
法
第
４９
条

出
生
届

第
１
号

子
の
男
女
の
別

及
び
嫡
出
子
又
は
嫡
出
で
な

い
子
の
別

第
３
号

父
母
の
氏
名
及

び
本
籍
…

嫡
出
の
意
味

相
続
分
が

非
嫡
出
子
は
、
嫡
出
子
の
２

分
の
１
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

の
区
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
記
載
は
不
要
と
考
え

る
。（
こ

の

条

項

の

削

除

は
、
自
民
党
他
の
反
対
で
否

決
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
項
目

は
、「
差
別
」
と
考
え
ら
れ

る
が
）

（
性
同
一
性
障
害
で
、
性

別
変
更
が
許
可
さ
れ
た
場

合
）同

法
第
２０
条
の
４

性
別

の
取
扱
変
更
審
判
の
場
合
の

新
戸
籍

…
当
該
性
別
の
取
り
扱
い

の
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者

に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編
製
す

る住
民
基
本
台
帳
法
の
規
定

第
７
条

１

氏
名

２

生
年
月
日

３

男
女
の
別

４

世
帯
主
（
同
居
者
）

５

本
籍
地

６
�
７

略

２
�
税
法
上
の
「
家
族
」
に
関

す
る
規
定

税
法
上
、「
家
族
」
に
係
わ

る
規
定
を
掲
げ
る
。
税
法
は
、

民
法
の
「
親
族
」
に
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
援
用

し
て
い
る
。

�
所
得
税

①

扶
養
控
除

②

配
偶
者
（
配
偶
者

特

別
）
控
除

③

寡
婦
、
寡
夫
控
除

寡
婦
、
寡
夫
の
要
件
等

�
法
人
税

同
族
会
社
の
判
定：

親
族

�
相
続
税

①

配
偶
者
の
税
額
軽
減

②

小
規
模
宅
地
の
規
定

③

相
続
税
の
２
割
加
算

④

取
引
所
の
相
場
の
無
い

有
価
証
券
の
評
価
の
同

族
株
主
の
判
定

３
�
現
代
及
び
今
後
の
家
族
観

に
対
す
る
問
題
点
と
提
言

民
法
の
規
定
で
親
族
と
は
、

６
親
等
内
の
血
族
、
３
親
等
内

の
姻
族
と
規
定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
６
親
等
内
の
血

族
、
３
親
等
内
の
姻
族
っ
て
、

分
か
り
ま
す
？

自
分
の
周
り

で
そ
れ
ら
の
人
々
を
知
っ
て
い

ま
す
？

現
実
に
は
、
ほ
と
ん

ど
関
わ
り
の
な
い
人
達
で
あ

る
。
こ
の
考
え
は
、
江
戸
時
代

の
慣
行
に
よ
る
そ
う
で
あ
る
。

も
う
、
こ
の
親
族
観
を
変
え

る
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

税
法
で
も
、
同
族
会
社
の
判

定
等
、「
親
族
」
の
規
定
に
従

っ
て
作
業
す
る
が
、
殆
ど
３
親

等
内
ま
で
が
関
係
す
る
と
思
わ

れ
る
し
、
６
親
等
ま
で
考
え
る

と
膨
大
に
な
っ
て
、
訳
が
分
か

ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
親
族
の
範
囲
を
３

親
等
内
の
血
族
、
２
親
等
内
の

姻
族
、
配
偶
者
、
に
し
て
は
ど

う
か
？

そ
の
様
に
し
て
も
そ

れ
ほ
ど
影
響
は
な
い
の
で
は
な

い
か
？

そ
の
一
方
で
、
新
た
に
、
准

配
偶
者
と
い
う
も
の
を
創
設
し

て
は
ど
う
か
？

法
律
上
の
配

偶
者
で
は
な
い
が
、
一
部
配
偶

者
と
し
て
の
権
利
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。

准
配
偶
者
の
定
義

以
下
の
条
件
に
該
当
す
る
者

�

双
方
、
戸
籍
上
の
配
偶

者
が
い
な
い
こ
と

�

同
居
し
、
住
民
票

に

「
未
婚
の
夫
、
又
は
妻
」
と
し

て
の
記
載
が
あ
り

�

同
居
期
間
が
１
年
以
上

（
相
続
の
場
合
は
、
５
年
以

上
）
で
あ
る
こ
と
。

准
配
偶
者
は
、
配
偶
者
に

準
じ
た
取
扱
い
に
す
る
。

な
お
、
法
定
相
続
人
に
は

な
れ
な
い
。

住
民
基
本
台
帳
法
の
取
扱

第
７
条
の
記
載
事
項
に
、

「
准
配
偶
者
」
の
旨
を
記
載

す
る
。

４
�
税
法
の
改
正

今
ま
で
、
民
法
等
で
規
定
し

て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
税
法

に
援
用
し
て
い
て
、
そ
れ
ほ
ど

問
題
も
無
か
っ
た
が
、
家
族
の

実
情
が
変
わ
っ
て
き
て
、
新
た

な
不
公
平
が
生
じ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
以
上
論
じ
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
以
下
の
改
正
を
提
案
し

た
い
。

�

所
得
税

①

配
偶
者
控
除
の
対
象
者

に
「
准
配
偶
者
」
を
加

え

る
。
ま
た
、
配
偶
者
の
所
謂

１
０
３
万
円
の
壁
に
よ
る
女

子
労
働
の
制
限
の
解
除
の
た

め
、
配
偶
者
控
除
を
廃
止
し

よ
う
と
い
う
意
見
も
あ
る

が
、「
配
偶
者
特
別
控
除
」

の
金
額
を
、
３８
万
円
を
超
え

４０
万
円
未
満
は
３８
万
円
と
な

っ
て
い
る
の
を
、
３８
万
円
を

超
え
、
８５
万
円
（
給
与
額
が

１
５
０
万
円
）
未
満
は
、
３８

万
円
と
す
れ
ば
、
配
偶
者
の

給
与
が
１
５
０
万
円
ま
で
の

者
に
つ
い
て
は
、
３８
万
円
の

控
除
が
受
け
ら
れ
る
。

②

寡
婦
控
除
を
、
死
別
し

た
（
生
死
不
明
を
含
む
）
に

限
定
す
る
。

新
た
に
、

③

「
一
人
親
子
育
て
控

除
」（
仮
称
）
を
規
定
す
る
。

一
人
親
子
育
て
控
除
の
要

件
親
１
人
（
男
女
を
問
わ
な

い
）
で
生
計
を
一
に
す
る
２０

歳
未
満
の
子
を
扶
養
し
て
い

る
こ
と
。（
控
除
額
等
に
つ

い
て
は
、
従
前
の
寡
婦
控
除

に
準
ず
る
。
）

そ
の
理
由
と
し
て

①
に
つ
い
て
は
、
入
籍
の

有
無
で
配
偶
者
控
除
の
適
用

を
判
断
す
る
の
で
な
く
、
配

偶
者
と
し
て
の
実
態
を
有
す

る
者
に
「
配
偶
者
控
除
」
を

適
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

②
、
③
の
寡
婦
控
除
の
適

用
を
死
別
と
、
そ
の
他
に
区

分
し
、
②
は
、
死
別
、
③
は
、

所
謂
未
婚
の
母
、
未
婚
の
父

に
対
し
て
も
「
所
得
控
除
」

を
設
け
、
１
人
親
の
、
子
育

て
の
一
助
に
な
れ
ば
と
思
っ

て
の
こ
と
で
あ
る
。
今
の
規

定
は
、
婚
姻
歴
の
有
無
で
判

断
さ
れ
る
。
婚
姻
歴
の
有
無

で
適
用
、
不
適
用
を
決
め
る

の
は
、
実
態
に
合
っ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
？

婚
外

子
の
存
在
を
一
律
に
蔑
視
し

て
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
？

少
子
化
対
策
に
も
な
る
の

で
は
な
い
か
？

�

法
人
税

同
族
会
社
の

判
定
の
際
、
親
族
を
上
記
の

範
囲
と
し
、
准
配
偶
者
を
加

え
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
表
現
で

は
な
い
が
、「
特
別
利
害
関

係
人
」
と
し
て
、
課
税
対
象

を
増
や
す
方
向
の
も
の
は
、

既
に
税
法
は
取
り
込
ん
で
い

る
。

�

相
続
税

①

配
偶
者
の
税
額
軽
減
に

は
、
准
配
偶
者
は
適
用
し
な

い
。

②

小
規
模
宅
地
の
適
用
に

当
り
、
適
用
さ
れ
る
者
に
准

配
偶
者
を
加
え
る
。

③

相
続
税
の
２
割
加
算
の

対
象
外
と
す
る
。

既
に
述
べ
た
様
々
な
理
由

に
よ
り
、
入
籍
し
て
い
な
い

が
、
実
質
「
配
偶
者
」
の
立

場
に
い
る
者
に
、
相
続
発
生

の
時
に
、
全
く
の
第
三
者
と

し
て
扱
っ
て
良
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
？

そ
こ
で
、「
准
配
偶
者
」
と

い
う
概
念
を
導
入
し
、
他
の
推

定
相
続
人
の
相
続
分
の
侵
害
を

し
な
い
範
囲
で
財
産
を
相
続
さ

せ
た
い
。
特
に
、
③
に
つ
い
て

は
、
法
定
相
続
人
に
は
該
当
し

な
い
の
で
、
財
産
の
移
転
は
遺

贈
に
依
る
こ
と
に
な
る
が
、
法

律
上
の
配
偶
者
で
無
い
た
め
、

相
続
税
の
２
割
加
算
（
相
続
税

法
第
１８
条
）
の
対
象
に
な
っ
て

し
ま
う
。
①
の
税
額
軽
減
は
、

適
用
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
２

割
加
算
の
対
象
か
ら
は
外
し
、

そ
の
後
の
生
活
の
安
定
を
図
っ

て
は
ど
う
か
？

３

憲
法
の
改
正
点

最
後
に
、
憲
法
に
も
触
れ
た

い
。
私
は
「
改
憲
支
持
者
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
は
そ
の

時
代
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

に
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
る
か

ら
だ
。
た
だ
し
、
憲
法
９
条
は
、

改
憲
の
必
要
を
感
じ
な
い
。

改
憲
し
た
い
の
は
、
第
２４
条

で
あ
る
。
今
の
憲
法
で
は
、「
両

性
の
合
意
」
と
あ
り
、
同
姓
婚

は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

憲
法
第
２４
条
の
「
両
性
の
合
意
」

を
「
当
事
者
の
合
意
」
に
変
え

た
ら
良
い
と
思
う
。
こ
れ
で
、

「
同
性
婚
」
が
認
め
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
？

お
わ
り
に

現

代

は
、
ま

た

将

来

は

益
々
、
家
族
、
婚
姻
関
係
が
、

多
様
化
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ

う
。
自
民
党
が
考
え
る
家
族
に

は
、
家
族
を
中
心
と
し
た
、
戦

前
の
家
族
観
に
回
帰
し
、
国
家

主
義
を
構
築
す
る
意
図
が
み
ら

れ
る
。
も
っ
と
自
由
な
人
間
関

係
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

う
な
っ
て
も
、「
家
族
」
と
い
う

絆
は
、
国
家
の
意
図
と
は
別
に

存
在
し
て
い
き
、
敢
え
て
憲
法

第
２４
条
に
「
家
族
」
の
規
定
を

置
く
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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